
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 橋 中 央 病 院  

 入 院 の 

 ご 案 内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

入院の際は次のものを受付にご提出ください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院時にご提示  

されますと、窓口でのお支払い額が少なく済む場合があります。 

詳しくは医事課職員へお尋ねください。ご説明いたします。 

 ※毎月 1 回保険証等の確認を行っております。 

２ヶ月以上入院が必要な方は受付までご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当法人では、個人情報保護法に基づき、患者さんの個人情報の取扱いについて 

方針を定めています。院内に掲示しておりますのでご覧ください。印刷物をご希望  

の際はお申し出ください。 

また、「当法人における個人情報の利用目的」をよくご覧いただき、内容について 

同意しがたい事項がある場合はその旨をお申し出ください。  

 

■入院中の対応■ 

①病室前に入院患者さんのお名前を掲示させていただきます。  

②外部からのお呼び出しのお電話は全てお繋ぎします。  

③院内放送を使用し、入院患者さんをお呼び出しすることがあります。 

④入院患者さんの入院の有無についてのお問い合わせにつきましては、お答え  

  しておりません。 

   ※①～③の対応について希望しない場合は、お申し出ください。  

 

 

 

 入院生活は、今まで住み慣れたご自宅やご施設の生活環境、習慣と異なることで、 

 思いがけない転倒や転落が起こることがあります。 

 ベッドの上に立ち上がったり、荷物などを取るために身を乗り出したりすることはお止め 

ください。 

 安全な入院生活を送るために、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

・入院や診療について、また退院後の生活についてお困りの事が 

ございましたら連携室までお気軽にご相談ください。 

・不在者投票をご希望の方はお申し出ください。 

 

・当院では、職員へのお心遣いはお断りいたしております。 

 

保険証  

・保険証 
または、マイナンバーカード 
(国民健康保険、社会保険、 
後期高齢など) 

各種医療証  

・介護保険証 
・障害者医療証 
・ひとり親医療証 など 

入院申込書  

・誓約書  

・緊急連絡先  

・個人情報取扱い 

・入院歴確認書  

・駐車申込書  

退院証明書  

過去３ヶ月以内に他院にて入院を 

された方。 

■入院当日の受付  

限額認定手続きについて 
 
【高齢者医療】住居地の市町村役場・国民健康保険係に保険証と 

印鑑を持って手続きを行ってください。 

  

【医療保険】ご加入の健康保険機関に申請ください。 
 

※マイナ保険証の方は、オンライン上での資格確認が可能です。  

入院の手続き ■個人情報保護に関して  

■その他  

■転倒・転落予防について  



 

 

 

希望されれば個室での入院加療が可能です。 
 

東 
 

棟 

223 号  

5,500 円  
トイレ、シャワー  

冷蔵庫  
227 号  

234 号  

231 号  3,300 円  トイレ、シャワー  

西 
 

棟 

217 号  
3,300 円  トイレ、シャワー  

218 号  

219 号  2,200 円       －  

  

個室は入室・退出時間に関わらず 1 日単位で料金が発生します。 

※病床状況によりご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

・入院中の飲酒は禁止とさせていただきます。  

・当院建物内・敷地内は全面禁煙となっております。 

・外出、外泊は主治医の許可が必要となります。ご希望される場合はナースステー 

ションへご相談ください。 

・外出・外泊時に他の医療機関を受診される場合は、必ず事前にご連絡ください。 

容体の急変、事故等やむを得ない場合を除いて、基本的には受診出来ません。  

・消灯時間は 21 時です。 

消灯後は他の方の迷惑にならないようお願いいたします。 

・治療上の理由で、病棟・病室・ベッドの位置を変更いただくことがありますので、 

ご了承ください。  

・入退院時に患者さんご自身が車を運転されると、お体に負担がかかって 

危険が生じることがあります。 

原則として車の乗り入れはご遠慮ください。 

 

 

 

所持品は最小限度に、下記のものをお持ちください。   

・現在お飲みになっているお薬は全てお持ちください。 

 （お薬手帳も忘れずにお持ち下さい）  

・寝巻き、下着類、履物（滑りにくく、踵を覆う履きなれたもの）等の身の回り品  

＊病衣（浴衣タイプ）は貸し出しも行っています。 

１枚につき１６５円（税込）いただきます（週２回交換）。  

・洗面用具（歯ブラシ）、タオル、バスタオル  ・マスク  ・ティッシュ  ・湯のみ   

・ＴＶイヤホン（テレビやラジオをご視聴の際はイヤホンをご利用ください）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

面会時間：月曜日～金曜日  14 時～16 時（15 分程度）  予約不要  

       土曜日  10 時～11 時（15 分程度）  ※電話での予約制  

・面会可能人数は、患者さん 1 名につき、1 回 2 名までとなります。 

・必ずマスクを着用いただき、発熱、咳、下痢など体調のすぐれない方の 

面会はご遠慮ください。 

感染対策へのご協力をお願いいたします。 

 

  ・来院時は受付へお声がけいただき、面会カードへの記入をお願いします。 

   病棟へ来られたら、ナースステーションにもお声がけください。 

■個室料金（室料差額）について  

療養生活に関するお願い 

面会・荷物の受け渡しについて 

■面会について  

病院を狙った盗難が報告されています 
 

持ち物には名前をご記入ください。 

身の回りの品は各自責任を持って保管してください。  

盗難及び紛失防止のため、多額の現金、貴重品のお持込みはご遠慮ください。 
 

※盗難、紛失、破損につきましては、当院は責任を負いかねます。  
※保管の際はベッド横の鍵が掛かる引き出しをご利用ください。 
※鍵を紛失した場合は、実費として 1,000 円頂きますので、予めご了承ください。 

■入院時に準備していただくもの  



 

 

 

受け渡しが出来る時間帯：月曜日～金曜日  13 時 30 分～17 時  

／土曜日  9 時～12 時  
 

・受付で病棟、患者氏名、体温・体調の確認をいたします。 

荷物は、ナースステーションにて看護師が受け取り、患者さんにお渡しします。  

※荷物の受け渡しの際に患者さんと面会することは出来ません。 

※上記の時間帯で都合が合わない場合は病棟看護師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

・入院費は毎月末締めの翌月 10 日に請求書を発行させていただきます。 

（10 日の発行日が日曜・祭日の場合は翌日になります）  

 

・退院の場合、入院費は退院当日に請求書を発行させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院期間が 180 日を超えた場合、一部負担金の他に自己負担金（特定  

療養費）が生じます。 

※３ヶ月以内に当院または他の病院で同じ病名で入院していた場合は  

その日数も合計されます。 

※重度の肢体不自由のある患者さん、難病の患者さんは対象になりません。 

 

 

 

※ほかの病院に入院されていた方は「退院証明書」を必ずご提出ください。 

 
  

 

 

当院の食事は、栄養状況調査を行い、患者さんの状態に合わせたお食事を提供  

させていただいております。食事は薬や注射と同じように大切な治療です。  

食べ物の持込みはご遠慮ください。 特別な理由の場合はご相談ください。 
 
※朝食と夕食は２種類のメニューから選ぶことが出来ます。  

※患者さんの嗜好や状況に応じて個別対応もしておりますのでお気軽にご相談ください。 

 

以上のような対応につきましては、一食当り７７円（税込）を 

負担額とは別にいただきます。 
 
※入院中のお食事にかかる料金は、その一部（標準負担額）を  

医療費と別にご負担いただくよう定められています。 

所得に応じて手続きを行うことで減額される制度があります。 

入院時の食事標準負担額（令和 7 年４月 1 日～）  

① 一般  １食につき５１０円  

② 市町村民税非課税の世帯に属する方等（③以外の方）  
〔過去１年間の入院日数が９０日を超えている場合〕  

１食につき２４０円  
〔１食につき１９０円〕  

③ ②のうち、所得が一定の基準に満たない７０歳以上の方  １食につき１１０円  
    

※該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。  

     （恩給、遺族年金、障害年金等は所得に含まれません）  

入院費のお支払いについて 

 お支払いは受付でお願いいたします。 

受付日時：月曜日～金曜日 8 時 30 分～17 時まで 

／土曜日 8 時 30 分～12 時 30 分まで 

（日曜日・祝日･土曜日午後はお休みです） 

 ※お支払いは、請求書発行月の 25 日までにお支払いくださいますよう 

お願いいたします。 

尚、退院の場合は退院当日にお願いいたします。 

■荷物の受け渡しについて   

■入院費について  

■入院中の食事について  

■長期入院の方の自己負担ついて  

自己負担の金額 

入院にかかる医療費の 15％（一般の方で１日 2,035 円／税込）  


